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仁淀川町

（金抜）

高知県　吾川郡仁淀川町  別枝

  令和８年度　林道改良事業　仁淀川町林道トンネル点検診断委託業務  実施設計書

履行期限 令和 9年 3月10日
金抜設計書

令和 8年 7月 1日 積算単価適用

  設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、
｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更
の協議を行うものとする。



整理番号 - -
図面番号 - -

FROM TO

林道トンネル点検診断業務　1トンネル

　秋葉トンネル　L=461ｍ
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委託概要 起工又は変更理由



 
 

式 1   

 

    旅費交通費率分    

  直接経費     
 

   

明細表  第3号
式 1   

 

        安全経費    

        高所作業車    
明細表  第2号

式 1  

    

 

  直接経費    

        道路ﾄﾝﾈﾙ点検    
明細表  第1号

式 1  

    

 

  直接人件費    

設計業務     
 

   

 
 

    

 

    

測量設計費     
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

設計業務価格    

  一般管理費等     
 

式 1  

 
 

    

 

業務原価計    

  その他原価     
 

式 1  

 
 

    

 

直接原価    

    電子成果品作成費     
 

式 1  
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 

合計     
 

   

 
 

    

 

消費税相当額    

委託業務価格     
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



単価表  第 10 号 
業務 1    

報告書作成   
 

健全度の診断   
 単価表  第 9 号 

ﾄﾝﾈﾙ 1    

単価表  第 8 号 
ｍ 461    

点検記録作成(付属物点検)   
 

点検記録作成(覆工点検)   
 単価表  第 7 号 

ｍ 461    

単価表  第 6 号 
ｍ 461    

道路ﾄﾝﾈﾙ付属物点検   
 

道路ﾄﾝﾈﾙ覆工点検   
 単価表  第 5 号 

ｍ 461    

単価表  第 4 号 
ﾄﾝﾈﾙ 1    

通行規制計画及び関係機関協議   
 

現地踏査   
 単価表  第 3 号 

ﾄﾝﾈﾙ 1    

 単価表  第 2 号 
業務 1    

1    

計画準備   

摘    要

打合せ協議   
着手･中間2回･最終 単価表  第 1 号 

業務

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
道路ﾄﾝﾈﾙ点検



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

 
    

     

摘    要

1　式　　　　当り

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
道路ﾄﾝﾈﾙ点検



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

 
人 4    

4    

運転手(一般)   

摘    要

高所作業車(市場価格)   
ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型
最大地上高 9.9m･最大積載荷重1000kg 日

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
高所作業車



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

10    

1　式　　　　当り

摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B 単価表  第 11 号 

人

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　3号 明細表
安全経費



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    業務　当り 　　）

技師(B)
 人 2    人件費

技師(A)
 人 2    人件費

主任技師
 人 2    人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 業務 当り
金額： 内容：着手･中間2回･最終
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単価表　第　1号 打合せ協議 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    業務　当り 　　）

技師(B)
 人 1.5  人件費

技師(A)
 人 1    人件費

主任技師
 人 1    人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 業務 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　2号 計画準備 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ﾄﾝﾈﾙ　当り 　　）

技術員
 人 0.3  人件費

技師(C)
 人 0.3  人件費

技師(B)
 人 0.3  人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ﾄﾝﾈﾙ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　3号 現地踏査 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ﾄﾝﾈﾙ　当り 　　）

技術員
 人 1    人件費

技師(C)
 人 1    人件費

技師(B)
 人 1.5  人件費

技師(A)
 人 0.5  人件費

主任技師
 人 0.5  人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ﾄﾝﾈﾙ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　4号 通行規制計画及び関係機関協議 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（        100    ｍ　当り 　　）

技術員
 人 1    人件費

技師(C)
 人 0.5  人件費

技師(B)
 人 0.5  人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　5号 道路ﾄﾝﾈﾙ覆工点検 単価表 （        100     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（        100    ｍ　当り 　　）

技術員
 人 0.75 人件費

技師(C)
 人 0.75 人件費

技師(B)
 人 0.75 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　6号 道路ﾄﾝﾈﾙ付属物点検 単価表 （        100     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（        100    ｍ　当り 　　）

技術員
 人 1.5  人件費

技師(C)
 人 0.5  人件費

技師(B)
 人 0.5  人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　7号 点検記録作成(覆工点検) 単価表 （        100     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ｍ　当り 　　）

（        100    ｍ　当り 　　）

技術員
 人 0.75 人件費

技師(C)
 人 0.75 人件費

技師(B)
 人 0.5  人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ｍ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　8号 点検記録作成(付属物点検) 単価表 （        100     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    ﾄﾝﾈﾙ　当り 　　）

技師(B)
 人 0.5  人件費

技師(A)
 人 0.5  人件費

主任技師
 人 0.5  人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 ﾄﾝﾈﾙ 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　9号 健全度の診断 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

（          1    業務　当り 　　）

技師(C)
 人 1    人件費

技師(B)
 人 1    人件費

技師(A)
 人 1    人件費

主任技師
 人 0.5  人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 業務 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　10号 報告書作成 単価表 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

*** 施工条件 ***
    計上区分                          ：交通誘導警備員B
    勤務時間帯                        ：昼間勤務

（          1    人　当り 　　）

交通誘導警備員B
 人 1.0  

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 人 当り
金額： 内容：交通誘導警備員B
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単価表　第　11号 交通誘導警備員 単価表 （          1     ）



　　旅費交通費の率計上有無 計上する

　　業務区分 調査、計画業務

　　まるめ区分 万円まるめ（業務価格100万円以上）

　　業務委託料の積算 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄに委託する場合

　　電子成果品作成費 計上する

　　設計書の種類 その他

単価適用地区 中央西土木事務所　２地区(中部地区)

■設計業務  
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諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日 令和 8年 7月 1日
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令和８年度 仁淀川町林道トンネル点検診断委託業務 

特 記 仕 様 書 

 

第１条 趣旨 

本特記仕様書は、高知県仁淀川町が管理する林道トンネルにおける「仁淀川町林道トンネル点検診

断委託業務」（以下「本業務」という）に適用する。 

本業務の一般的な事項は、「高知県土木設計等業務共通仕様書」の規定によるほか、「高知県道路

トンネル点検要領」（令和7年1月）、道路トンネル定期点検要領」（令和6 年3月国土交通省道路局）、

「林道施設長寿命化対策マニュアル」（林野庁整備課）に基づき委託業務を行うものとする。 

 

 

第２条 業務目的 

本業務は、仁淀川町が管理する秋葉トンネルについて、林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）に

係る個別施設計画作成にあたっての林道施設の点検・診断及び健全性の評価等を行うことを目的とし

ている。 

 

第３条 対象施設 

本業務にて対象とする施設は、仁淀川町が管理する以下のトンネルである。 

 ・林道旭・天狗高原線  秋葉トンネル L=461ｍ  

 

第４条 実施内容 

１．計画準備 

対象トンネルの現状や特記仕様書に示す調査内容を把握し業務計画書を作成する。 

 

２．現地踏査 

交通規制計画の立案、効率的な点検業務を行うことを目的に実施する。 

 

  ３．通行規制計画及び関係機関協議 

     交通規制計画に基づき、占用物件の占用者、県警（交通規制）等の関係者との協議を行う。こ

の際、協議に必要となる資料も併せて作成するものとする。 

 

  ４．道路トンネンル覆工点検 

     点検要領に定めた方法により、必要な機器を用いてトンネル本体工の状態を確認する。また、

点検により利用者被害の可能性があるうき等を確認した場合は、除去するなど応急措置を実施

する。 

 



2 

  ５．道路トンネル附属物点検 

     点検要領に定めた方法により、必要な機器を用いてトンネル内附属物の取付け状態等を確認

する。また、点検により利用者被害の可能性がある異常を確認した場合は、取付け状態の改善

等を行うための応急措置を実施する。 

 

  ６．点検記録作成（覆工・附属物点検） 

    点検結果、健全性の診断、措置または措置後の確認結果を点検要領に定めた様式に記録する。 

 

  ７．新技術等活用の検討 

    定期点検においては、「新技術利用のガイドライン（案）国土交通省」を参考にするとともに、利用

する新技術は、「点検支援技術 性能カタログ（案）国土交通省」に記載されている仕様確認が

行われた技術から選定することを基本とし、有用な新技術を積極的に活用するための検討を行

い、調査職員と協議のうえ、採用する点検方法を決定した後に定期点検を行うものとする。 

 

  ８．報告書作成 

    本業務の検討結果をとりまとめ報告書を作成する。 

      ・業務報告書（紙媒体１部、電子納品１枚） 

      ・点検調書（調査記録表、現状写真） 

      ・その他 調査員の指示するもの 

 

第５条 打合せ協議 

 打合せ協議は、初回打合せ、中間打合せ２回、最終打合せ（成果品納入前）の計４回とし、初回打

合せ及び最終打合せ、重要な打合せを行う場合は管理技術者が出席する。 

 

 

 

第 6 条 その他 

本業務の実施中に、仕様書に明示なき事項、またはその内容に疑義が生じた場合は、発注者及び

受注者で協議のうえ、決定するものとする。 




